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11--11 米国における周波数割当制度の例米国における周波数割当制度の例

●周波数帯リース制度の枠組み

・ ＦＣＣの許可又はＦＣＣへの届出により、免許人が周波数帯のリースを行うことを可能とする制度。

２００３年 連邦通信委員会（ＦＣＣ)規則改正により､リース制度を導入【無線呼出、携帯電話等】２００３年 連邦通信委員会（ＦＣＣ)規則改正により､リース制度を導入【無線呼出、携帯電話等】

オークション制度オークション制度オークション制度

周波数帯リース制度周波数帯リース制度周波数帯リース制度

１９９３年 連邦通信法改正によりオークション制度導入【無線呼出、携帯電話等】１９９３年 連邦通信法改正によりオークション制度導入【無線呼出、携帯電話等】

●オークション制度の枠組み

・ 無線局の競願処理にあたり、入札（オークション）により免許人を決定する制度。

○主な事例

・ 携帯電話について、1995年～2005年にかけて、８回の入札により計3,026免許※を付与。

落札総額は約4.3兆円。 ※支払い不能に陥った免許について行った再オークションを含む。

地上放送のデジタル化地上放送のデジタル化地上放送のデジタル化

１９９７年 ＦＣＣの命令により､2006年末までにテレビ放送をデジタル転換するよう、放送事業者に要請１９９７年 ＦＣＣの命令により､2006年末までにテレビ放送をデジタル転換するよう、放送事業者に要請

・ＦＣＣは、電波の有効利用及び高度なサービスの実現のため、テレビ放送のデジタル化を決定。現在２～69チャンネ

ルを利用しているアナログ放送を、デジタル化により２～５１チャンネルに再編。空いた周波数は、公共保安用及び
オークションの落札者が利用。なお、本年２月に成立した法律により、デジタル化への移行期限を2009年２月17日に

延期。

（参考） 欧州の第３世代携帯電話のオークションでは、実施から約４年間、大部分の事業者がサービスを開始せず、事業者の格付けが
低下し経営基盤が悪化する等の状況が生じた。
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（（参考参考））周波数の新しい割当例（ＵＷＢ周波数の新しい割当例（ＵＷＢ((ウルトラウルトラ・・ワイドワイド・・バンド））バンド））

・極めて広い帯域幅(現行の携帯電話の数万倍程度)を利用し、
近距離(10m程度)でのパソコンやAV機器の高速情報伝送用(伝
送速度：100Mbps程度)として注目されている無線システム

・電波の多重利用技術として期待
・周波数帯：3.1～10.6GHzのうち、概ね500MHz幅以上を占有

(１)UWBの概要(１)UWBの概要

(２)米国の状況(２)米国の状況
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・情報通信審議会において、欧州の検討状況や、
第４世代携帯電話、衛星通信等の他の無線シス
テムへの影響を考慮した送信電力マスク（周波
数毎の送信電力の許容値）等による技術基準に
ついて審議を行い、平成18年3月に答申を得る
予定。
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情報家電機器のワイヤレスな接続
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UWBの利用イメージ

・米国では、2002年2月、FCCが制度化。
・米国の技術基準では、3.1～10.6GHz帯の広
範囲の周波数帯において、UWBを利用可能
としている。
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11--22 日本の周波数割当の現状①日本の周波数割当の現状①
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11--22 日本の周波数割当の現状②日本の周波数割当の現状②
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電 波 天 文

1 7 1 0

2
1
1
0

2
1
7
0

2
2
0
0

2
2
0
5.5

2
2
5
5.5

P H S

1
8
8
4
.5

1
9
1
9
.6

宇 宙 運 用 ↓  [ ８ ]

2
2
9
0

ル ー ラ ル 加 入 者 系 無 線

2
0
2
5
.5

2
0
7
5
.5

1
98

0

2
0
1
0

I M T - 2 0 0 0 （ 衛 星 ↑ ）
[ 7 ]

2 3 0 0

宇 宙 運 用 ↑  [ ８ ]

2
0
2
5

ル ー ラ ル 加 入 者 系 無 線

2 3 0 0

2
7
0
0

公 共 業 務 （ 固 定 ・ 移 動 ） 産 業 科 学 医 療 用 （ Ｉ Ｓ Ｍ ）

2
6
5
5

2
6
9
0

2
4
0
0

ア マ チ ュ ア

無 線 Ｌ Ａ Ｎ  等 [ ９ ]

2
4
5
0

2
50

0

2
5
35

電 波 天 文

2
4
9
7

3 0 0 0

1
6
6
8
.4

[ M H z ]

気 象 援 助
気 象 衛 星  [ ６ ]

[ M H z ]

[ M H z ]

I M T - 2 0 0 0 （ 衛 星 ↓ ） [ ７ ]

2
6
3
0

携 帯 電 話  [ ２ ] Ｍ Ｃ Ａ

移 動 衛 星 ↑
[ １ ０ ]

IM T - 2 0 0 0 プ ラ ン バ ン ド [ ６ ]

音 声 衛 星
放 送

1
9
2
0

無 線 航 行 衛 星

2
4
8
3
.5

2
49

9
.7

電 波 ビ ー コ ン ( V I C S )

1
8
5
0

I M T - 2 0 0 0
プ ラ ン バ ン ド [ ６ ]

各 種 レ ー ダ ( A S R 等 )

各 種 レ ー ダ
（ A R S R 等 ）

I M T - 2 0 0 0 プ ラ ン バ ン ド [ ６ ]
公 共 業 務 （ 固 定 ）

I M T - 2 0 0 0 I M T - 2 0 0 0

IM T - 2 0 0 0 プ ラ ン バ ン ド [ ６ ]

1
5
1
3

1
5
1
6

1
4
6
5

1
4
6
8

［ ３ ］ 　  ［ ３ ］

1
1
6
4

1
6
2
5

1
7
4
9
.9

1
7
8
4
.9

1
8
4
4
.9

1
8
7
9
.9

I M T - 2 0 0 0

移 動 衛 星 ↓ [ １ ０ ]

移 動 衛 星 ↓ [ １ ０ ]

2
6
0
5

移 動 衛 星  ↑

I M T - 2 0 0 0
プ ラ ン バ ン ド [ ６ ]
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11--22 日本の周波数割当の現状③日本の周波数割当の現状③

1 0 0 0 06 5 0 0

9
0
0
0

放 送 事 業
[２ ]

航 空 無 線
航 行 (P A R )

地 球 探 査 衛 星  ↓ 　
[９ ]

5
0
0
0

放 送 事 業
[2 ]

電 気 通 信 業 務 用 固 定 マ イ ク ロ

産 業 科 学
医 療 用
(IS M ）

6 5 0 0

ア マ
チ ュ ア

電 通 業 務 (固 定 衛 星 ↑ ）

気 象 レ ー ダ
[７ ]

3
4
0
0

3
6
0
0

4
2
0
0

4
4
0
0

4
5
0
0

4
8
0
0

5
1
5
0

5
2
5
0

5
3
5
0

5
6
5
0

5
7
2
5

5
8
7
5

5
7
7
0

5
8
5
0

5
8
5
0

5
9
2
5

6
4
2
5

6
5
7
0

6
8
7
0

7
1
2
5

7
9
0
0

8
0
2
5

7
2
5
0

7
3
7
5

9
2
0
0

3 0 0 0

D S R C 等 [８ ]

航 空 無 線 航 行
（ 電 波 高 度 計 等 ）

自 動 着 陸 誘 導 シ ス テ ム
（ Ｍ Ｌ Ｓ ）  [５ ]

[M H z ]

[M H z ]

ﾌ ﾟﾗ ﾝ ﾊ ﾞﾝ ﾄ ﾞ
(固 定 衛 星 ↑ ) [３ ]

8
5
0
0

6
7
2
5

7
0
2
5

電 通 業 務 (固 定 衛 星 ↓ ）

非 静 止 移 動 衛 星 ↑
ﾌ ｨｰ ﾀ ﾞﾘ ﾝ ｸ [６ ]

6
4
8
5

6
5
7
0

非 静 止 移 動 衛 星
ﾌ ｨｰ ﾀ ﾞﾘ ﾝ ｸ  ↓ [６ ]

6
7
0
0

宇 宙 研 究 ↓ [１ ０ ]

放 送 事 業 [２ ]

電 通 ・ 公 共 業 務
（ 固 定 衛 星 ↓ 　
  移 動 衛 星 ↓ ）

電 通 ・ 公 共 業 務
（ 固 定 衛 星 ↑
移 動 衛 星 ↑ ）

8
4
0
0

各 種 レ ー ダ各 種 レ ー ダ

各 種 レ － ダ

各 種 レ ー ダ
[１ ]

ﾌ ﾟﾗ ﾝ ﾊ ﾞﾝ ﾄ ﾞ
（ 固 定 衛 星 ↓ ）  [３ ]

電 通 業 務 （ 固 定 ） 電 通 業 務 （ 固 定 ） 電 通 業 務 （ 固 定 ）

公 共 ・ 一 般 業 務
放 送 事 業 （ 固 定 ）

公 共 ・ 一 般 業 務 ・
放 送 事 業 （ 固 定 ） 放 送 事 業 [２ ]

4
9
0
0

5
0
3
0

5
0
9
1

無 線 L A N

無 線 ア ク セ ス  [４ ]

1 0 1 5 .2 5

電 通 業 務 （ 固 定 ・ 移 動 ） 放 送 事 業
[1 ]

公 共 ・ 一 般
業 務 （ 固 定 )

電 通 業 務
（ 固 定 衛 星 ↓ ）

1
0
.5

5

1
0
.7

1
1
.7

1
2
.2

電 通 業 務
（ 固 定 衛 星 ↑ ）

B S ・ C S
ﾌ ｨ ｰ ﾀ ﾞﾘ ﾝ ｸ ↑

1 5 .2 5
3 1

[ G H z ]

C A T V 番 組
中 継 (移 動 )

C A T V 番 組
中 継 (固 定 )

電 波
天 文

加 入 者 系 無 線
ア ク セ ス シ ス テ ム

電 波
天 文

無 線 ア ク セ ス
シ ス テ ム

エ ン ト ラ ン ス 回 線
(固 定 ) [ 5 ]

ア マ チ ュ ア

各 種 ﾚ ｰ ﾀ ﾞ

3 1

[G H z ]無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム

各 種 ﾚ ｰ ﾀ ﾞ

電 波 天 文

公 共 業 務
（ 移 動 ）  [ 3 ]

ア マ チ ュ ア
簡 易 無 線

電 波 天 文

自 動 車 レ ー ダ
(特 定 小 電 力 )

ア マ チ ュ ア

2
5
.2

5

2
7
.5

6
1
.0

1
2
.7

5

1
4
.4

1
4
.5

1
2
.5

1
7
.7

3
6
.0

2
1
.2

2
1
.4

3
8
.0

7
7
.5

7
7
.0

7
6
.0

3
7
.5

4
2
.5

4
3
.5

4
7
.0

4
7
.2

2
4
.0

5

B S ﾌ ｨ ｰ ﾀ ﾞﾘ ﾝ ｸ ↑

1
7
.3

2
0
.2

2
3
.6

2
3
.2

2
3
.0

2
2
.6

2
2
.0

1
3
.2

5

1
3
.9

1
2
.9

5

5
0
.4

5
1
.2

[ G H z ]
各 種

レ ー ダ [ 2 ]

H D T V 衛 星 放 送 ↓

電 気 通 信 業 務 等
（ 固 定 衛 星 ↓ ） [5 ]

電 気 通 信 業 務 等 （ 固 定 衛 星 ↑ ） [４ ]

ア マ チ ュ ア

1
0
.2

5

各 種 レ ー ダ [2 ]

1
0
.5

2
4
.7

5

4
1
.5

4
2
.0

放 送 事 業 [1 ]

構 内 無 線 （ デ ー タ 伝 送 ）

1
9
.6

1
9
.7

公 共 業 務 （ 移 動 )[３ ]

1
4
.0

6
0
.0

2
4
.0

2
7
.0

2
2
.5

2
2
.2

1

2
2
.4

3
1
.3

3
1
.5

3
3
.4

放 送 事 業 [ １ ]

3
9
.0

3
8
.5

3
9
.5

公 共 ・ 一 般
業 務 （ 固 定 ）

1
3
.7

5

5
4
.2

5

6
6
.0

特 定 小 電 力
[ ８ ]

衛 星 間 通 信 [6 ]

公 共 業 務
（ 移 動 ）

［ ３ ］

衛 星 間
通 信
[６ ]

2
3
.5

5

1
4
.7

1
4
.9

公 共 業 務 (移 動 ） [3 ]

5
9
.0

電 通 ･ 公 共 ･ 一 般 業 務
(固 定 ・ 移 動 )[ 7 ]

5
5
.7

8

1
5
.3

5

ア マ
チ ュ ア

広 帯 域 移 動 ア ク セ ス シ ス テ ム

ア マ チ ュ ア
3 0 0 0

固 定 衛 星 ↑

電 波 天 文

1
0
.6

8

電 波 天 文

各 種 レ ー ダ

電 通 業 務 （ 固 定 ・ 移 動 ）

各 種
レ ー ダ

電 波 天 文

9
4
.0

1
1
6

1
0
.4

5

放 送
事 業
[ 1 ]

Ｃ Ｓ 放 送 ↓

B S 放 送 ↓

1
5
.4

7
8
.0

電 波 天 文

7
9
.0

9
4
.1

1
3
0

ア マ チ ュ ア

1
3
4

1
3
6

1
5
8
.5

1
6
4

1
6
7

1
8
2

1
8
5

2
0
0

2
3
1
.5

2
4
1

2
4
8

2
5
0

2
7
5

電 波 天 文

7
5
.5

無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム ・
電 通 業 務 （ 固 定 ）

1
8
.7

2

1
9
.2

2

1
9
.4

5
4
5
.2
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11--3  3  国等の電波の利用状況①国等の電波の利用状況①

①　公共業務用に分配されている周波数帯幅 （平成17年4月1日現在）

周波数帯幅(注2) 周波数区分に
占める割合 周波数帯幅(注2) 周波数区分に

占める割合 周波数帯幅(注2) 周波数区分に
占める割合

1782MHz 59.4% 2564MHz 85.5% 49175MHz 91.1%

573MHz 19.1% 61MHz 2.0% 535MHz 1.0%

　(注1） 6GHz超の周波数帯における周波数帯幅等については、上限を60GHzとして算出。

　(注2) 周波数割当計画上、公共業務用（対象免許人：国、地方公共団体、公益事業者（電力、ガス、水道等）等）に分配されている周波数帯を、占用で分配されている

　　　　　周波数帯幅と他の目的（電気通信業務用、一般業務用、放送事業用等）と共用している周波数帯幅に分計した値。

3GHz以下の周波数 3GHz超6GHz以下の周波数 6GHz超の周波数(注1)

他の目的と共用している周波数帯

占用で分配されている周波数帯

（平成17年3月24日現在）

②　国の無線局及び独立行政法人の無線局のうち電波利用料が免除されている局、並びに地方公共団体の無線局のうち
　　 電波利用料が減免されている局の無線局数が占める割合

3GHz以下の周波数-Ⅱ
（携帯電話の無線局数を除く）

国
6.77%

地方公共団体
（消防）
2.77%

地方公共団体
（水防）
0.35%

地方公共団体
（防災行政）

4.54%

独立行政法人
0.09%

国等が開設する
無線局
14.52%

国等以外の免許人が
開設する無線局
(携帯電話を除く)

85.48%

3GHz以下の周波数-Ⅰ

国
0.27%

国等以外の免許人が
開設する無線局

99.42%

国等が開設する
無線局
0.58%

独立行政法人
0.003%

地方公共団体
（防災行政）

0.18%

地方公共団体
（水防）
0.01%

地方公共団体
（消防）
0.11%
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11--3  3  国等の電波の利用状況②国等の電波の利用状況②

6GHz超の周波数

国等以外の免許人が
開設する無線局

84.99%

国等が開設する
無線局
15.01%

国
12.80%

地方公共団体
（水防）
0.16%

地方公共団体
（防災行政）

1.40%

独立行政法人
0.31%

地方公共団体
（消防）
0.34%

3GHz超6GHz以下の周波数

地方公共団体
（消防）
0.28%

地方公共団体
（防災行政）

0.33%

独立行政法人
0.76%

国
3.93%

国等が開設する
無線局
5.30%

国等以外の免許人が
開設する無線局

94.70%

＜ 参 考 ＞ （平成17年3月24日現在）

無線局数(注2,注3) 総無線局数に

占める割合(注3) 無線局数(注2) 総無線局数に
占める割合 無線局数(注2) 総無線局数に

占める割合

0.27%
(6.77%)
0.003%
(0.09%)
0.11%

(2.77%)
0.01%

(0.35%)
0.18%

(4.54%)
0.58%

(14.52%)
94,796,779
(3,764,999)

　(注1） 6GHz超の周波数帯における無線局数等については、上限を60GHzとして算出。

　(注2) 無線局免許を要しないものを除く。

　(注3) （　　）内の数値は、携帯電話の無線局数を除いて算出した値。

　(注4) 電波法第104条第1項に基づき、電波法施行令第7条に規定する独立行政法人。

0

38

602

3GHz以下の周波数 3GHz超6GHz以下の周波数 6GHz超の周波数(注1)

446

86

32

3.93%

0.76%

0.28%

0.31%

12.80%

0.34%

【参考】　総無線局数

254,781

3,243

103,888

13,323

170,990

546,650

免
許
人
・
用
途

　国

　独立行政法人（注4）

　地方公共団体（消防）

　地方公共団体（水防）

　地方公共団体（防災行政）

合　　　　計

0%

0.33%

5.30%

13,911

333

367

179

16,315 15.01%

1.40%

0.16%

1,525

-- 11,349 - 108,713
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２２ 融合法制融合法制 ーー 諸外国の通信・放送法制とその動向諸外国の通信・放送法制とその動向 ーー

○近年、以下の法律上の対応。
・デジタルミレニアム著作権法(1998年制定)
・パトリオット法(2001年制定)
・ＣＡＮ－ＳＰＡＭ法(2003年制定)
・放送品位維持法案(2005年2月下院通
過) 

等

・05年、テキサス州が、州内全域に渡る
ケーブルフランチャイズ免許付与権限を
州に付与。→地域電話会社のＳＢＣ（当
時）及びベライゾンが、テキサス州で州
発行免許取得。

・05年、ブロードバンド投資及び消費者
の選択に関する法律（ＢＩＣＣＡ）案を議
員立法で提出（ビデオ番組サービス提
供時、ケーブルフランチャイズ免許取得
義務等の廃止を提案）

■第Ⅱ編：電気
通信事業者

・参入規制
・ユニバーサル

サービス
・旧ﾍﾞﾙ系地域会
社に関する特
別規定

等

■第Ⅲ編：無線
に関する規定

・無線通信の
参入規制 等

など

連邦通信委員会
（各州の公益事業委員会）

34年通信法
96年通信法

（各州の情報通信
行政は州法）

通信

米 国

■第Ⅲ編：無線
に関する規定

・無線通信（放
送・衛星含む）
の参入規制

等

■第Ⅵ編：ｹｰﾌﾞ
ﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ｽ

・ｹｰﾌﾞﾙｻｰﾋﾞｽ
の参入規制

等
など

このほか、96年法
により、ﾚｲﾃｨﾝｸﾞ、
Vﾁｯﾌﾟ、電気通信
事業者による映
像配信ｻｰﾋﾞｽの
提供等を規定。

放送 ※

【ﾉﾝﾘﾆｱｻｰ
ﾋﾞｽ】

（ＶＯＤなど）
・青少年保護、

差別助長
の禁止等

小限の
規制

【ﾘﾆｱｻｰﾋﾞｽ】
（TV,IPTV,PPV
など)
・上記に加え

欧州番組
比率規制、
反論権等
の規制

05年視聴覚メ
ディアサービス
指令案
（旧国境なきテ

レビﾞ指令）

放送

・02年電子通信規制パッケージ制
定
欧州統一的な、放送の伝送路も含む電子ネット
ワーク及びサービス（コンテンツ編集を除く）に関
する規制パッケージ

・05年視聴覚メディアサービス指令
案を採択

規制対象を国境なきテレビ指令の「テレビ放送」
から電子通信による公衆向けの動画伝送一般を
指す「視聴覚メディアサービス」に拡大。

欧州議会及び欧州理事会に提出されており、
今後採択に向けて「共同決定手続」がとられる予
定。指令成立により、各加盟国は国内法制化（義
務）。

■枠組み指令
市場分析 等

■競争指令
特別な権利の廃
止 等

■ｱｸｾｽ指令
接続規制 等

■認可指令
一般認可制 等

■ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰ
ﾋﾞｽ指令
範囲、費用算定
方法 等

■ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護
指令
ｾｷｭﾘﾃｨ確保、
SPAM対策 等

など

欧州委員会
情報社会・メディア総局

02年ＥＵ電子通
信規制パッケー
ジ

通信

Ｅ Ｕ 韓 国

近
の
主
な
動
き
（法
律
等
）

規
律
内
容

監
督

機
関

根
拠
法

・97年 マルチメディア法
「電気通信」「放送」に加え、「ﾃﾚｻｰﾋﾞｽ」「ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞ
ｽ」というカテゴリーを加え、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等も
規律対象とするなど

・04年 電気通信法
電子通信規制パッケージの国内法制化など

・04年 電子通信・視聴覚ｻｰﾋﾞｽ法
電子通信規制パッケージの国内法制化、電波を利用し
ないテレビ・ラジオ配信サービスに対して届出義務を課
すなど

・04年 デジタル経済法
電子商取引、デジタル経済セキュリティに対する規律な
ど

・03年通信法
電子通信規制パッケージの国内法制化、ＯＦＣＯ
Ｍの設立など

独 国仏 国英 国

・放送法（2000年）
地上放送、衛星放送、ケーブルテレビを包括的に網
羅。

・情報通信網利用促進及び情報保護
等に関する法律（2002年）
SPAM対策の本格化

■放送法
・許可、登録
・番組規律
（青少年保護、差別
禁止、放送内容の
事後審議、韓国製
番組割当、広告規
制 等）

など

■電気通信
基本法

・技術基準に
関するＭＩＣの
権限

・電気通信網の
運用

等

■電気通信
事業法

・免許制
・競争促進
・設備管理
・不法通信の

禁止 等

■電波法
・無線局免許

等

【参入規制】
・放送サービスの

免許

【番組規律】
・青少年保護
・報道番組規律
・欧州制作番組確

保
・広告規制 等

など

ＥＵ指令に基づ
く規律

【参入規制】
・番組サービスの許

可
・ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｯｸｽに係る

許可
・放送用無線局

免許（地上波）

【番組規律】
・青少年保護
・報道番組規律
・欧州制作番組確保
・広告規制等

など

ＥＵ指令に基づく
規律

【参入規制】
・番組ｻｰﾋﾞｽ免許
・ﾏﾙﾁﾌﾟﾚｯｸｽｻｰﾋﾞ
ｽ免許

【番組規律】
・青少年保護
・報道番組規律
・欧州制作番組確
保

・広告規制
等

など

ＥＵ指令に基
づく規律

全国周波数庁（周波数監理）

放送委員会情報通信部州メディア庁ネットワーク庁

視聴覚
高評議会

電子通信
郵便規制機関通信庁

（ＯＦＣＯＭ）

放送法電気通信基本
法
電気通信事業
法
電波法

州法
放送に関する州
間協定

96年電気通信
法

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの自
由に関する1986
年9月30日の法律
(86年放送法)

52年郵便・電子
通信法典（第Ⅱ
部）

90年放送法
96年放送法
03年通信法

49年無線電信
法
84年電気通信
法
03年通信法

放送通信放送通信放送通信放送通信

※ 衛星、ケーブルを含めて記述。
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３３ 省庁再編省庁再編 ーー 主要国の主な情報通信行政組織主要国の主な情報通信行政組織 ーー

Ｅ ＵＥ Ｕ

総合的な
ＩＣＴ戦略

総合的な
ＩＣＴ戦略

通
信
／
放
送
の
規
律

通
信
／
放
送
の
規
律

企
画
・立
案

企
画
・立
案

実

施

実

施

消費者
保護

消費者
保護

情報
ｾｷｭﾘﾃｨ

情報
ｾｷｭﾘﾃｨ

著作権著作権

ﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞ
対策

ﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞ
対策

ICT
研究開発

ICT
研究開発

アメリカアメリカ イギリスイギリス フランスフランス ドイツドイツ

情
報
社
会
・メ
デ
ィ
ア
総
局

情
報
社
会
・メ
デ
ィ
ア
総
局

健
康
・消
費

者
保
護
総
局

健
康
・消
費

者
保
護
総
局

域
内
市
場

サ
ー
ビ
ス
総
局

域
内
市
場

サ
ー
ビ
ス
総
局

地域政策
総局

地域政策
総局

企
業
産
業

総
局

企
業
産
業

総
局

貿
易
産
業
省

貿
易
産
業
省

経
済
財
政
産
業
省

経
済
財
政
産
業
省

首相府首相府

国民教育高等
教育研究省

国民教育高等
教育研究省

司法省司法省文
化

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
省

文
化

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
省

特
許
庁

特
許
庁

司
法
・自
由
・

安
全
総
局

司
法
・自
由
・

安
全
総
局

首
相
府

首
相
府

国
防
省

情
報
シ
ス
テ
ム

安
全
中
央
局

国
防
省

情
報
シ
ス
テ
ム

安
全
中
央
局

国
家
イ
ン
フ
ラ

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

国
家
イ
ン
フ
ラ

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

内
務
省

内
務
省

韓 国韓 国 中 国中 国

情報通信部情報通信部

情
報
通
信
部

情
報
通
信
部

研究総局研究総局

情
報
産
業
部

情
報
産
業
部

連邦通信

委員会

（ＦＣＣ）

連邦通信

委員会

（ＦＣＣ）

各
州
公
益
事
業
委
員
会
（50
州
）

司法省司法省

米国議会図書館著作権局米国議会図書館著作権局

連邦取引委員会連邦取引委員会

国土安全保障省（ＤＨＳ）国土安全保障省（ＤＨＳ）

大統領府大統領府

大統領府国家
科学技術政策局

大統領府国家
科学技術政策局

農務省、教育省、

保健社会福祉省等

農務省、教育省、

保健社会福祉省等

DARPA,NSF,NIST
等

商務省商務省

国防総省等国防総省等

連邦議会連邦議会

法律制定法律制定

放
送
委
員
会

放
送
委
員
会

国
家
広
播
電
影
電
視
総
局

国
家
広
播
電
影
電
視
総
局

Ｆ
Ｃ
Ｃ

Ｆ
Ｃ
Ｃ

州
議
会

規則制定規則制定

経
済
財
政
産
業
省

経
済
財
政
産
業
省

欧州委員会（情報社会・ メディア総局）欧州委員会（情報社会・ メディア総局）

通信庁

(OFCOM)

通信庁

(OFCOM)

電
子
通
信
郵
便

規
制
機
関

電
子
通
信
郵
便

規
制
機
関

視
聴
覚

高
評
議
会

視
聴
覚

高
評
議
会

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
庁

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
庁

貿易
産業省

経済財政
産業省

文化ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ省

経済
技術省

州
メ
デ
ィ
ア
庁
（16
州
）

文化ﾒﾃﾞｨｱ
ｽﾎﾟｰﾂ省

通 信 放 送

情報通信に関するEU指令の策定情報通信に関するEU指令の策定

情報通信に関するEU指令の国内法制化情報通信に関するEU指令の国内法制化

通信・放送

欧州委員会
（情報社会・
メディア総局）

欧州委員会
（情報社会・
メディア総局）

内閣府内閣府 首相府首相府

○ 主要国で通信・放送を一元的に規律しているのは、米国及び英国（英国では０３年に通信・放送規制機関を統合）。ＥＵでも、０４年に情報社
会総局に教育文化局の放送所管部門を統合。韓国でも通信・放送行政の一元化に向け検討中。

○ 米国では、連邦議会が専権的に法案を作成・制定。ＥＵでは、欧州委員会が域内共通の情報通信に関する指令を策定。

○ 主要国で通信・放送を一元的に規律しているのは、米国及び英国（英国では０３年に通信・放送規制機関を統合）。ＥＵでも、０４年に情報社
会総局に教育文化局の放送所管部門を統合。韓国でも通信・放送行政の一元化に向け検討中。

○ 米国では、連邦議会が専権的に法案を作成・制定。ＥＵでは、欧州委員会が域内共通の情報通信に関する指令を策定。

経
済
技
術
省

経
済
技
術
省

州自治体

通
信
庁

通
信
庁

文
化
メ
デ
ィ
ア

ス
ポ
ー
ツ
省

文
化
メ
デ
ィ
ア

ス
ポ
ー
ツ
省

教育研究省教育研究省

産
業
資
源
部

産
業
資
源
部 国務院情報化

工作弁公室

国務院情報化
工作弁公室

国家品質監督
検査検疫総局

国家品質監督
検査検疫総局

通
信
庁

通
信
庁 経

済
技
術
省

経
済
技
術
省

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
庁

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
庁

情
報
通
信
部

情
報
通
信
部

国家新聞
出版総署

国家新聞
出版総署

文化
観光部

文化
観光部

産
業
資
源
部

産
業
資
源
部

科
学
技
術
部

科
学
技
術
部

中
国
科
学
院

中
国
科
学
院

科
学
技
術
部

科
学
技
術
部

情
報
産
業
部

情
報
産
業
部

内
閣
府

内
閣
府

国務院情報化工作弁公室
･国家発展改革委員会

国務院情報化工作弁公室
･国家発展改革委員会

経済技術省・
教育研究省

経済技術省・
教育研究省

各
州
公
益

事
業
委
員
会

通 信 放 送 通 信 放 送 通 信 放 送 通 信 放 送

文化部文化部

財
政
経
済
部

財
政
経
済
部

域
内
市
場

サ
ー
ビ
ス
総
局

域
内
市
場

サ
ー
ビ
ス
総
局

企
業
産
業

総
局

企
業
産
業

総
局

公
正
取
引
庁

公
正
取
引
庁

全国周波数庁全国周波数庁

首
相
府

首
相
府

電気通信
科学研究所、

国防省等

電気通信
科学研究所、

国防省等
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４４ ＮＨＫ問題ＮＨＫ問題
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４４--11 ＮＨＫのチャンネルの概観ＮＨＫのチャンネルの概観

 放送波 位置付け 特徴・役割 

総合テレビ ・総合放送 

・教育番組10％以上、教養番組20％以上 

・ニュース・情報番組や文化・教養番組、娯楽番組など、各分野の

調和のとれた編成を行う「基幹的な総合サービス波」 

テ
レ
ビ
（
２
） 

教育テレビ ・教育放送 

・教育番組75％以上、教養番組15％以上 

・福祉、教育、趣味・実用、芸術など幅広い多彩な番組の提供 

ラジオ第１ 

（ＡＭ） 

・総合放送 ・緊急時の迅速・的確な報道に努め（「安心ラジオ」）、暮らしに役

立つ情報をきめ細かく伝える（「生活情報波」）役割 

ラジオ第２ 

（ＡＭ） 

・教育放送 ・語学講座番組や教養番組など、生涯学習の機会を提供する最も身

近なメディア 

ラ
ジ
オ
（
３
） ＦＭ ・総合放送 ・優れた音質を生かした多彩な音楽番組やＮＨＫならではの貴重な

音声素材を活用した「総合音楽波」 

衛星第１ 

 

・衛星系による放送の普及に資するためその特性

を生かして行う総合放送 

・教育番組10％以上、教養番組20％以上 

・国内外の最新の動向をいち早く多角的に伝える「内外総合情報波」 

衛星第２ 

 

・難視聴解消を目的とする放送 

・教育番組30％以上、教養番組20％以上 

・地上テレビジョン放送の難視聴解消のための放送を６割程度実施 

・すぐれた文化・芸術を紹介する番組や、国内外の名作映画、話題

の海外ドラマ、良質の娯楽番組などで編成される「豊かで楽しめ

る波」 

衛
星
（
３
） 

衛星ハイビジョン ・高精細度テレビジョン放送の普及に資する放送 ・高画質・高音質などハイビジョンの特徴を最大限に生かした波 
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４－２４－２ ＮＨＫの国際放送概観ＮＨＫの国際放送概観

44--22--11 ＮＨＫの国際放送概要ＮＨＫの国際放送概要
44--22--22 国際放送の放送法上の位置付け国際放送の放送法上の位置付け
44--22--33 ＮＨＫ、ＢＢＣ、ＣＮＮの海外情報発信の比較ＮＨＫ、ＢＢＣ、ＣＮＮの海外情報発信の比較
44--22--44 フランス国際情報チャンネルフランス国際情報チャンネル
44--22--55 主要国のテレビ国際放送主要国のテレビ国際放送
44--22--66 主要国のラジオ国際放送主要国のラジオ国際放送
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・放送時間 １日２４時間（Ｃバンド、全放送区域）

この他、

１日７．５時間程度（Ｋｕバンド）

１日７時間程度実施（Ｋｕバンド）

・予算規模 ２９億円

・実施形態 外国衛星を利用した無料のテレビ国際放送「ＮＨＫ

ワールドＴＶ」

・使用言語 ２言語（英語・日本語）

・放送区域 在留邦人の居住地域をほぼ１００％カバー

・使用衛星 パンナムサット社（PAS-8､9､10）、エコースター社

（Echo-1､3､7､9）、ユーテルサット社（HotBird-6）

HotBird-6
13°E

PAS-10
68.5°E

PAS-8
166°E PAS-9

58°W

Echo-3
61.5°W

Echo-7
119°W

Echo-1
148°W

Echo-9
121°W

44--22--1 1 ＮＨＫの国際放送概要ＮＨＫの国際放送概要

①委託協会国際放送業務（テレビ）

・放送時間 １日延べ６５時間（うち、命令放送：２９．５時間）

・予算規模 ９０億円

・実施形態 ＮＨＫは、自主放送と併せ、総務大臣による命令放送

（放送法第３３条）を「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」

として放送。

命令放送に係る費用については、放送法第３５条の規定

に基づき国が負担(平成１８年度予定額 ２２．５億円)。

・使用言語 ２２言語

・放送区域 地域向け（１７地域）、一般向け（全区域）

・送信施設 国内送信所（八俣送信所）１か所、海外中継局９か所

②国際放送業務（短波ラジオ）

中継局から送信

● 日本から送信

●

●

●

●
●

八俣送信所
（茨城県古河市）

⑦サックビル中継局
（カナダ）

⑧ボネール中継局
（蘭領ﾎﾞﾈｰﾙ島）

⑥クランジ中継局
（シンガポール）⑤エカラ

中継局
（スリランカ）

③ｶﾞﾎﾞﾝﾓﾔﾋﾞ中継局
（ｶﾞﾎﾞﾝ共和国）

④ダバヤ中継局
（ＵＡＥ）

②ｱｾﾝｼｮﾝ中継局
（英領ｱｾﾝｼｮﾝ島）

①イギリス中継局

⑨モンシネリ中継局
（仏領ギアナ）

● ●

●

●

●

●
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44--22--22 国際放送の放送法上の位置付け国際放送の放送法上の位置付け

命令

○NHKの業務（放送法第９条第１項４号）
国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと

海外放送事業者
（衛星・ＣＡＴＶ等）

委託協会国際放送業務
テレビ（外国の人工衛星を用いて放送することを委託）

⇒ＮＨＫワールドＴＶ

国際放送
国際放送（ラジオ短波）

⇒ＮＨＫワールド・ラジオ日本

○命令放送（放送法第33条）
総務大臣がＮＨＫに命令
※命令放送に係る費用ついては、放送法第３５条
の規定に基づき国が負担

命令（未実施）

○放送法
（業務）
第９条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一～三 （略）
四 国際放送及び委託協会国際放送業務を行うこと。

（国際放送等の実施の命令等）
第33条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべき

ことを命じ、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際
放送業務を行うべきことを命ずることができる。

２ 協会は、前項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、
必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと
ができる。

３ （略）

（国際放送等の費用負担）
第35条 前二条の規定により協会の行う業務に要する費用は、国の負担とする。
２ 前二条の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲

内でしなければならない。
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44--22--33 ＮＨＫ、ＢＢＣ、ＣＮＮの海外情報発信の比較ＮＨＫ、ＢＢＣ、ＣＮＮの海外情報発信の比較

２４時間２４時間２４時間２４時間（最大）２４時間対象時間

契約数

視聴可能
世帯数

2億6,000万件1,460万件1,525万件－

広告料、視聴料広告料、視聴料受信料等財源

－

欧州･中東･ｱﾌﾘｶ

娯楽番組等

英語

BBCﾌﾟﾗｲﾑ
（有料）

ﾆｭｰｽﾆｭｰｽ・情報番組ﾆｭｰｽ･情報･娯楽番組ﾆｭｰｽ･情報番組
（約80％）（約20％）

番組内容

英語､ﾄﾞｲﾂ語､ｽﾍﾟｲﾝ語､ｱﾗﾋﾞｱ語､
ﾄﾙｺ語､日本語､韓国語

英語主に日本語
日本語・英語

現在の英語化率は約56％
であるが3年以内に100％

言語

－

全世界

NHKﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ
（有料）

7,200万世帯

全世界

NHKﾜｰﾙﾄﾞTV
（無料）

公共放送

ＮＨＫ

－

2億5,600万世帯
視聴
世帯
等

全世界全世界対象地域

ＣＮＮ
（広告・有料）BBCﾜｰﾙﾄﾞ

（広告・有料）
サービス名

タイムワーナーグループの企業
公共放送

（BBCの子会社が実施）
事業形態

ＣＮＮＢＢＣ

※フランスにおいては、公共放送フランステレビジョンと商業放送ＴＦ１の共同出資による「ＣＦＩＩ（仮称）」を設立し、ニュース
専門チャンネル「仏版CNN」の放送を2006年末までに開始する予定（運営費は全額政府交付金でまかなう予定）。

※ 現地衛星・ＣＡＴＶ事業者への
番組提供

映像配信における海外情報発信の比較映像配信における海外情報発信の比較

※ 現地衛星・ＣＡＴＶ事業者への
番組提供

※ 現地衛星・ＣＡＴＶ事業者
への番組提供
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44--22--44 フランス国際情報チャンネルフランス国際情報チャンネル

ｹｰﾌﾞﾃﾚﾋﾞ
（デジタル方式）

概要

TF1

ﾌﾗﾝｽﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ

フランス国際情報チャンネル（CFII）

各５０％出資

＜国外＞＜国外＞
各国主要都市の駐在員、AFP、RFI 等

＜国内＞＜国内＞
ＴＦ１、ＬＣＩ、フランス２、フランス３の支局 等

情報網

世
界
各
国
（含
・仏
国
）の
視
聴
者

世
界
各
国
（含
・仏
国
）の
視
聴
者

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

フランス国

公的資金を毎年支出

＜主なコンテンツ＞＜主なコンテンツ＞

国際情勢など情報番組国際情勢など情報番組

・中近東やアフリカ諸国などのニュース

＜言語＞＜言語＞
・フランス語（２４時間）
・英語（４時間）
・アラブ語、スペイン語（検討中）

＜組織＞＜組織＞
株式会社形態、２４０人のスタッフ株式会社形態、２４０人のスタッフ

＜予算＞＜予算＞
首相府の特別予算により措置首相府の特別予算により措置

※
開
始
当
初
は
、
欧
州
、
ア
フ
リ
カ
、
中
東
地
域
向
け
に
放
送８７億円 (2006年)

９４億円（2007年~2010年)

衛星放送
(デジタル方式）

運営資金

目的

ヨーロッパでの出来事や同時に複数の国に関連するような事柄に特に重点を置きつつ、世界各国のニュー
スに関する多元的な情報を提供すること 。

※ ジャック・シラク共和国大統領が長年にわたり支援し、高い関心を寄せてきたプロジェクト

・仏国内の科学技術、 経済 等

・２００５年１２月設立
・２００６年末までに

サービス開始予定

・２００５年１２月設立
・２００６年末までに

サービス開始予定

Chaîne Française d’information
Internationale

注：1ユーロ＝135円で算出
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44--22--5  5  主要国のテレビ国際放送主要国のテレビ国際放送

約52億円
放送振興基金、政府
交付金、広告収入等

２
英語、韓国語
ｱﾗﾋﾞｱ語

２４
アリランＴＶ(ＫＩＢＦ:韓国国際放送交流財団)

〔財団法人〕
韓国

非公表ＣＣＴＶ予算３
中国語、英語

ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾌﾗﾝｽ語
２４

ＣＣＴＶ（同左)
〔国営放送〕

中国

約2億円
受信料、広告収入

視聴契約料等
１

韓国語
（一部英語字幕）

２４
ＫＢＳワールド（ＫＢＳ)

〔公共放送〕

非公表非公表４ｲﾀﾘｱ語２４
ＲＡＩインターナショナル（同左）

〔ＲＡＩの子会社〕
イタリア

87億円
(2006年)

政府交付金未定
ﾌﾗﾝｽ語、英語、

（ｱﾗﾋﾞｱ語、ｽﾍﾟｲﾝ語
については検討中）

２４フランス国際情報チャンネル（CFII）

約120億円
政府資金
視聴契約料

１ﾌﾗﾝｽ語２４
ＴＶ５（ＴＶ５モンド）

〔仏F2､F3にスイス､ベルギーなどの公共放送が出
資する株式会社〕

フランス※

約27億円政府交付金－
ﾌﾗﾝｽ語、英語

ｱﾗﾋﾞｱ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語
－

ＣＦＩ:ｶﾅﾙ･ﾌﾗﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（同左）
〔政府系持ち株会社傘下の株式会社〕

約174億円
（ラジオを含む)

政府予算１２４２４
ボイス・オブ・アメリカ

（ＢＢＧ:政府の放送管理委員会）
〔国営放送〕

アメリカ

政府交付金

広告収入、視聴契約料

受信料

財源

１ﾄﾞｲﾂ語２４
ジャーマンＴＶ（ドイチェ・ベレ、ARD、ZDF）

〔公共放送〕

約403億円
（ラジオを含む)

１
ﾄﾞｲﾂ語、英語

ｽﾍﾟｲﾝ語、ｱﾗﾋﾞｱ語
２４

ＤＷ－ｔｖ（ドイチェ・ベレ）
〔公共放送〕

ドイツ

約95億円１英語２４
ＢＢＣワールド（ＢＢＣワールド社）

〔ＢＢＣの商業部門（ＢＢＣの100％子会社）〕
イギリス

29億円１日本語、英語２４
ＮＨＫワールドＴＶ（日本放送協会）

〔公共放送〕
日本

運営経費
（※）

CH数使用言語
放送時間
（日）

サービス名（実施機関）
〔経営形態〕

国 名

※ フランスにおいては、公共放送フランステレビジョンと商業放送ＴＦ１の共同出資による「ＣＦＩＩ（仮称）」を設立し、ニュース専門チャンネル「仏版CNN」の放送を2006
年末までに開始する予定（運営費は全額政府交付金でまかなう予定）。

注１：日本は平成１７年度予算、ドイツは2003年予算。その他はNHK調べ。
注２：1ﾄﾞﾙ＝１１０円、１ユーロ＝１３５円、１ウォン＝0.1円で換算。
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44--22--66 主要国のラジオ国際放送主要国のラジオ国際放送

受信料
広告収入

政府予算

非公表

政府交付金
番組提供料

政府交付金

政府交付金

政府予算

受信料
政府交付金

財源

３ヶ所

不明

不明

１ヶ所

４ヶ所

７ヶ所

１７ヶ所

９ヶ所（交換及
び借用中継局）

海外中継局
（※１）

短波10台
その他中波

不明

不明

短波１６台
中波１台

短波３０台
中波１台
ＦＭ１台

短波７５台
中波７台

短波１１２台
中波１１台

短波１０台

送信施設

１０

４３

２６

２０

３０

４３

４４

２２

使用言語

１１時間

２１１時間

９０時間

１０６時間

１０３時間

１８０時間

１４３時間

６５時間

放送時間
(1日平均)

約4億円
KBS

（公共放送）
韓国

非公表
RAIｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

（RAIの子会社）
イタリア

非公表
中国国際ラジオ(CRI)

（国営放送）
中国

約171億円
ﾗｼﾞｵ･ﾌﾗﾝｽ･ｱﾝﾃﾅｼｵﾅｰﾙ

(RFI)
（公共放送）

フランス

約352億円
（テレビを含む）

ドイチェ・ヴェレ
（公共放送）

ドイツ

約486億円
ｲｷﾞﾘｽ放送協(BBC)
（公共放送）

イギリス

約174億円
（テレビを含む）

ﾎﾞｲｽ･ｵﾌﾞｱﾒﾘｶ(VOA)
（国営放送）

アメリカ

90億円
日本放送協会
（公共放送）

日本

運営経費
（※２）

放送実施機関
（経営形態）

国名

※１ 確認できた分のみ

※２ 日本は平成17年度予算、英・仏・独は2003年予算、韓は2004予算。米はNHK調べ。

注：1ドル＝110円、1ポンド＝200円、１ユーロ＝135円、1ウォン＝0.1円で換算。
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５５ 放放 送送
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55--11 ＩＰマルチキャスト・地デジ再送信についての考え方ＩＰマルチキャスト・地デジ再送信についての考え方

第３章 「通信・放送融合」の成果の積極的活用

Ⅰ 基本的な考え方

（略）

Ⅱ 伝送路の融合

（略）

１ 基本的な考え方
地上波は、「誰でも容易にアクセス可能」で「同時性・同報性」にも優れ、かつ「安価」
で「安定」した伝送手段であることが過去数十年の実績によって立証されており、基
幹メディアである地上放送の伝送手段には もふさわしいものと考えられる。した
がって、地上デジタル放送の伝送路地上デジタル放送の伝送路については、アナログ放送の時代と同様、今後今後
とも、地上波中継局によることを原則とすべきである。とも、地上波中継局によることを原則とすべきである。
しかしながら、2011年まで僅か６年を残すのみであり、前述したとおり、2011年アナ

ログ停波の円滑な実現には、それ以前に十分な時間的余裕をもって、所要のすべ
ての措置を終了することが必要となる。こうした状況にあっては、地上波中継に「並
行」あるいは「代替」し得る伝送手段について、各々の伝送手段を担う事業者間の各々の伝送手段を担う事業者間の
「公平な競争」の担保に配意しつつ、あらゆる選択肢を検討し、可能なものは直ちに「公平な競争」の担保に配意しつつ、あらゆる選択肢を検討し、可能なものは直ちに
実行することが不可欠実行することが不可欠である。

（略）

２ ＩＰ伝送

(1) 基本的な考え方

（略）

ＩＰは、回線の効率的な使用を可能とする優れた伝送方式の一つＩＰは、回線の効率的な使用を可能とする優れた伝送方式の一つであり、公衆通信

網において、そのＩＰ化が現在急速に進展していることは既に指摘したとおりである。

したがって、ＩＰマルチキャストを用いた光ファイバ等の通信インフラ（以下「ＩＰインフ

ラ」という。）については、地上波放送と同等のサービス実現に必要な一定の条件が

満たされた場合には、条件不利地域に限らず、地上デジタル放送を視聴者まで配条件不利地域に限らず、地上デジタル放送を視聴者まで配

信する伝送路として積極的に活用すべきであり、政府としては、技術・制度の両面信する伝送路として積極的に活用すべきであり、政府としては、技術・制度の両面

から、これを促進するための環境整備に努めていくことが必要と考える。から、これを促進するための環境整備に努めていくことが必要と考える。

(2) 第１次中間答申との関係

（略）

(3) ＩＰインフラを用いた地上波再送信（以下「ＩＰ再送信」という。）の実現に向けた

目標
ＩＰインフラの利用に関する当審議会の考え方と、そこに至る経緯については、おお
むね以上のとおりである。こうした経緯と、本項冒頭に示した地上放送の伝送路に
関する基本的な考え方を踏まえた上で、当審議会としては、、ＩＰ再送信については、ＩＰ再送信については、
20082008年中に、年中に、HDTVHDTV品質によって、全国で開始することを目標として、政府及び放品質によって、全国で開始することを目標として、政府及び放

送事業者その他の関係者が所要の取組を推進すべきであると考える。送事業者その他の関係者が所要の取組を推進すべきであると考える。

そして、ＩＰ再送信を行うための技術上・運用上の仕組みを確立するには、実地検

証を含めて相当の期間を要することを勘案し、2008年までに再送信を実施するた

めの仕組みを確立するため、都市難視聴上の効果の検証等を含め、2006年から

SD品質においてＩＰ再送信を開始することが必要と考える。

以上の目標の実現に向け、政府及び放送事業者等関係者が取り組むべきと考え

られる事項については、おおむね次のとおりである。

(4) 政府として取り組むべき事項

① ＩＰ再送信に関する整理等

ア 2005年内に、ＩＰ再送信において確保されるべき技術面・運用面の条件を整理・

公表

（略）

(ア) 技術面の条件

まず技術面において、地上放送事業者によって、当該ＩＰインフラが地上デジタル技術面において、地上放送事業者によって、当該ＩＰインフラが地上デジタル

放送の伝送路として許容されるための要件は、おおむね以下放送の伝送路として許容されるための要件は、おおむね以下33点点と考えられる。

第一に、ＩＰインフラを用いた地上デジタル放送の送信が、当該放送対象地域内に第一に、ＩＰインフラを用いた地上デジタル放送の送信が、当該放送対象地域内に

限定されることの技術的担保が得られていることである。限定されることの技術的担保が得られていることである。

（略）

第二に、送信される地上デジタル放送の内容及び品質の両面から、当該放送対第二に、送信される地上デジタル放送の内容及び品質の両面から、当該放送対

象地域において放送される全チャンネルの伝送を含め、その同一性を保持するた象地域において放送される全チャンネルの伝送を含め、その同一性を保持するた

めの技術的担保が得られていることである。めの技術的担保が得られていることである。

（略）

第三に、ＩＰインフラによる伝送を実施するに際して、地上デジタル放送と同様に著第三に、ＩＰインフラによる伝送を実施するに際して、地上デジタル放送と同様に著

作権保護を実現するため、作権保護を実現するため、DRMDRM技術その他の技術的担保が得られていることであ技術その他の技術的担保が得られていることであ

る。る。

（略）

情報通信審議会諮問第８号
「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」第二次中間答申(17.7.29) 【抜粋】
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５－２５－２ ＩＰマルチキャストと著作権問題ＩＰマルチキャストと著作権問題

55--22--11 ＩＰマルチキャスト放送による多チャンネル化の実態ＩＰマルチキャスト放送による多チャンネル化の実態
55--22--22 著作権法における「放送」と「自動公衆送信」著作権法における「放送」と「自動公衆送信」
55--33--33 コンテンツ利用に関する権利許諾の概要コンテンツ利用に関する権利許諾の概要
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55--22--11 ＩＰマルチキャストＩＰマルチキャスト放送による多チャンネル化の実態放送による多チャンネル化の実態

○ 電気通信役務利用放送法の施行後、同法の登録を受けて、ＩＰマルチキャスト方式（※）による放送サービスが４事業者により提供。

○ 全国規模で事業を展開し、多チャンネルの放送サービスの他、ＶＯＤサービス等も提供。

○ 上記事業者のＩＰマルチキャスト方式による映像コンテンツ配信は、電気通信役務利用放送法上は、電気通信役務利用放送として
取り扱われている。著作権法上は、ブロードバンドサービス等を用いて受信者がコンテンツの提供を求めることにより初めて自動的
に送信されるものについては、放送には当たらず、自動公衆送信に該当するとしている。

サービス内容
サービス
開始時期事業者名サービス名

ﾍﾞｰｼｯｸ21ch、
(VODｻｰﾋﾞｽ(3000ﾀｲﾄﾙ以上)も提供)

H17.6㈱ｱｲｷｬｽﾄｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞTV

基本25ch、ｵﾌﾟｼｮﾅﾙ18ch
(VODｻｰﾋﾞｽ(4000ﾀｲﾄﾙ以上)、ｶﾗｵｹ(7500曲以上)も提供)

H16.7㈱ｵﾝﾗｲﾝﾃｨｰｳﾞｨ4th MEDIA

ﾍﾞｰｼｯｸ25ch、ｵﾌﾟｼｮﾝ5ch
(VODｻｰﾋﾞｽ(4000ﾀｲﾄﾙ以上)、ｶﾗｵｹ(7500曲以上)も提供)

H15.12KDDI㈱光ﾌﾟﾗｽTV

ﾍﾞｰｼｯｸ34ch、無料4ch、ｱﾗｶﾙﾄ3ch、
(VODｻｰﾋﾞｽ(5000ﾀｲﾄﾙ以上)も提供)

H15.3ﾋﾞｰ･ﾋﾞｰ･ｹｰﾌﾞﾙ㈱BBTV

◇サービスの概要

ＩＰマルチキャストとは、ネットワーク上に配置されたＩＰマルチキャスト対応ルータにおいてコンテンツ
（ＩＰパケット）を複製しながら、指定された複数の利用者に対してコンテンツを配信する技術

IPマルチキャスト（１対多数） マルチキャストルータ
でIPパケットを複製

●●●●・１回の送信でOK
・利用者数に拘わ

らず帯域一定

ユニキャスト（１対１）

・５回の送信が必要
・ＩＰマルチキャスト

と比較し５倍の帯
域が必要

【例えば 端末５台に配信する場合】

※ ＩＰマルチキャストについて
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55--22--2  2  著作権法における「放送」と「自動公衆送信」著作権法における「放送」と「自動公衆送信」

公衆送信
（著作権法２条１項７号の２）

インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応じて自動的に行う送信
（インタラクティブ送信）

自動公衆送信
（２条１項９号の４）

CATV放送や有線音楽放送など、公衆に同一
の内容を同時に受信させる目的で行う有線によ
る送信（同時送信）

有線放送（２条１項９号の２）

テレビ放送やラジオ放送など、公衆に同一の内容
を同時に受信させる目的で行う無線による送信
（同時送信）

放送（２条１項８号）

その他の公衆送信（電話で申し込みを受け、手動でFAX送信する場合など）

○第１５９回国会における質問主意書に対する回答（内閣衆質１５９第２３号 平成１６年３月１６日）（抜粋）

「電気通信役務利用放送法上の電気通信役務利用放送と著作権法上の放送等とは、その定義を異にしているところであり、いわゆるブロードバン
ドサービス等を用いて家庭や職場の受信者それぞれがコンテンツの提供を求めることにより初めて当該コンテンツが自動的に送信されるものは、
（中略）公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う送信形態ではないことから、著作権法上は、放送には当たらず、自
動公衆送信に該当すると考えている。」

「コンテンツの様々な提供形態を各国における著作権法上どのように位置付けるのかについては、著作権に関する国際条約の規定に基づき整理
がなされており、我が国の著作権法もこれに従っている。しかしながら、世界知的所有権機関における放送機関の保護に関する新条約に関する検
討の場においても、いわゆるウェブキャスティングの取扱いが課題として提起されていること等から、我が国としても、国際的な動向を踏まえつつ、必
要に応じ検討すべき課題であると考えている。」

○情報通信審議会第二次中間答申（平成１７年７月２９日）（抜粋）

「著作権法と電気通信役務利用放送法は、その趣旨と保護対象等を異にする制度であり、「放送」の内容の解釈についても、それぞれの法の趣旨
に照らして異なる結論があり得ることは当然である。しかしながら、役務放送事業者が、ＩＰインフラを用いて「放送」を行う場合の著作権法上の取扱
いについては、政府は早急に検討に着手し、明確化を図るべきである。」
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通 信
放 送

著
作
隣
接
権

著
作
権

個別契約
原権利者との協議が
必要

許諾必要
著作者（原作者、脚本家）
の公衆送信権（著作権法第２３

条）等に基づく個別の許諾
が必要

年間包括契約
５団体（注２）ルールに
よる一括処理あり

許諾必要
同左

個別契約
原権利者（もしくは著作権
等管理事業者（注１） ）と
の協議が必要

許諾必要
著作権等管理事業者との著作権信
託契約において、関係する支分権
の管理委託を締結している場合、
利用者からの要求に対し応諾義務
あり（著作権等管理事業法第１６条）

文芸
（原作者、脚本家）

－（注３）

－

－

年間包括契約
５団体（注２）ルールに
よる一括処理あり

契約形態

許諾不要
同時再送信の場合には権
利制限（著作権法第９２条）

許諾不要
同時再送信の場合には権
利制限（著作権法第９５条）

許諾不要
同時再送信の場合には権
利制限（著作権法第９７条）

許諾必要
同左

著作権法に基づく許諾

(地上放送を有線放送で同時再送信する場合)

映像実演

レコード
実演

個別契約
原権利者（もしくは
著作権等管理事業者
（注１） ）との協議
が必要

許諾必要
同左

年間包括契約
JASRACについてはNHK、民
放連との間での年間包括契
約により個々の使用料の支
払を集約

許諾必要
著作権等管理事業者との著作権信
託契約において、関係する支分権
の管理委託を締結している場合、
利用者からの要求に対し応諾義務
あり（著作権等管理事業法第１６条）

音楽
（作詞家・作曲家）

個別契約
原権利者との協議が
必要

許諾必要
レコード製作者の送信可能
化権（著作権法第９６条の２ ）

等に基づく個別許諾が必要

年間包括契約
レコード協会とNHK、民放
連との間で年間包括契約に
より個々の使用料の支払を
集約

許諾不要
商業用レコードの二次使用に関し
て、報酬請求権に基づく使用料の
支払義務有り（著作権法第９７条）

レコード
（レコード製作者）

個別契約
原権利者との協議が
必要

許諾必要
実演家の送信可能化権（著作

権法第９２条の２第１項 ）等に
基づく個別許諾が必要

年間包括契約
芸団協・ＣＰＲＡとNHK、
民放連との間で年間包括契
約により個々の使用料の支
払を集約

許諾不要
商業用レコードの二次使用に関し
て、報酬請求権に基づく使用料の
支払義務有り（著作権法第９５条）

実演
（演奏者、
歌手、俳優
等）

※ 映画の著作物に関して、
実演の録音・録画に関する
許諾を得ている場合、送信
可能化に関する許諾は不要
となる（著作権法第９２条の２第
２項）

個別契約
原権利者との協議が必要

許諾必要
なお、放送に関する許諾を得るこ
とで、放送のための固定（録音・録

画）について許諾が不要（著作権法第
９３条）

権利対象

著作権法に基づく許諾著作権法に基づく許諾 契約形態契約形態

番組を制作し、放送する場合

（出典：「著作権関係法令集（著作権法令研究会編）」、放送研究と調査 2005年12月号「デジタルコンテンツの可能性を考える」等）

（注１）著作権等管理事業者は、利用区分ごとの著作物等の使用料の額（使用料規程）を定めることが義務づけられている（著作権等管理事業者法第１３条）
（注２）JASRAC,日本脚本家連盟、日本シナリオ作家協会、日本文藝家協会、日本芸能実演家団体協議会

（注３）実態として５団体ルールの対象となっている
（注４）公表された著作物を放送事業者が放送しようとして協議が整わないときについての裁定制度が存在（著作権法第６８条）

55--33--33 コンテンツ利用に関する権利許諾コンテンツ利用に関する権利許諾の概要の概要
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６６ 通通 信信
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66--1  1  諸外国のユニバーサルサービス制度の概要諸外国のユニバーサルサービス制度の概要

注1： EU指令において、事業者によるユニバーサルサービス提供が不公平な負担となっている場合においては、コスト分担のための仕組み（基金制度等）を導入することとされている。なお、同

指令において、その範囲は加入電話、公衆電話、緊急通報、番号案内とされている（ブロードバンドサービスは対象外）。
注2： イギリスは2005年9月末現在・回線数ベース、フランスは2005年6月末現在・回線数ベース、イタリアは2002年末現在・回線数ベース、韓国は2005年末現在・市内電話加入者数ベース、日本

は2005年3月末現在・回線数ベースのデータ。
注3： 州の公益事業委員会が適格電気通信事業者を指定。同一地域で複数の事業者が補填を受けることも可能。
注4： BTはハル市以外のイギリス全域、キングストンはハル市で提供義務を負う。なお、両事業者については、ユニバーサルサービスの提供義務が不公平な負担となっているとはいえないと

OFCOMが判断したことから、補填は行われていない。
注5： 高コスト地域サポートの他、低所得者サポート（約832億円）、学校・図書館サポート（約1,810億円）、ルーラル医療機関サポート（約42億円）がある。このうち、学校・図書館サポートは、

ルーラル地域のインターネット接続や教室間LANのための電気通信サービス料金を減額するもので、ルーラル医療機関サポートは、ルーラル地域の医療機関に対して1.544Mbpsまでの帯

域を同一州の近隣都市と同等の料金で提供可能とするためサポートするものである。
注6： 為替レートは補填対象年度の毎月末時点のレートの平均（数字は日本銀行公表資料による）。
注7： エンドユーザーにサービス提供している事業者に限る。
注8： アメリカではFCCにおいて現行制度の見直しについて検討中。

1997年

－

－

－

・加入電話

・公衆電話

・緊急通報

・番号案内

（BT）（注4）

（約82％）

英国全域において、妥当な

要請に基き、利用可能な料

金で全ての人が受けること

が出来る水準と品質の電気

通信サービス

イギリス（注1）

国民生活に不可欠であるため

あまねく日本全国における提

供が確保されるべきものとして、

総務省令で定める電気通信役

務

すべての利用者がいつでもど

こでも適正な料金で提供を受

けることができる基本的な電

気通信役務

一定の品質で、その所在地に

関わらず、社会的に特別の条

件も考慮の上、全ての顧客が

利用可能な 低限の要素とし

て定義されたサービス

利用可能な料金で一定の品

質を有する電話サービスの

公衆への提供

良質なサービスが公正、妥

当かつ低廉な料金で利用可

能

全国全ての地域の消費者が

都市地域と合理的に同等の

電気通信・情報サービスに

合理的に同等の料金でアク

セスできること

ユニバーサル

サービスの定義

電気通信番号数比電気通信事業収益比電気通信事業収益比電気通信事業収益比
電気通信事業収益比

（州際収益のみ）(注8)
基金への拠出方法

電気通信番号を指定され

た電気通信事業者

（前年度収益が10億円を

下回る事業者は除く）

電気通信事業者

（収益が30億円を下回る

事業者は免除）

電気通信事業者

(収益が全事業者合計の1%

に満たない事業者は免除)

（注7）

電気通信事業者

（注7）

州際電気通信サービス

提供事業者

基金への拠出事業

者

約110～170億円

（2006年度推計）

約65億円

（2004年度）

約44億円

（2001年度）

約45億円

（2004年度）

約3,807億円（注5）

（2004年度）
補填額 （注6）

・加入電話

・公衆電話

・緊急通報

・加入電話

・公衆電話

・緊急通報

・加入電話

・公衆電話

・緊急通報

・番号案内

・加入電話

・公衆電話

・緊急通報

・番号案内

・音声通話の利用（注5）

ユニバーサル

サービスの範囲

NTT東・西

（約98％）

KT

（約93％）

テレコムイタリア

（約99％）

フランステレコム

（約82％）

一定の要件を満たした

事業者(注3)

提供義務を負い補填

を受ける事業者

（固定電話サービス

のシェア（注2））

2001年2000年1997年1996年1996年制度創設

日 本韓 国イタリア（注1）フランス（注1）アメリカ
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６－２６－２ 諸外国のボトルネックへの対応概観諸外国のボトルネックへの対応概観

66--22--11 諸外国の通信事業に対する規制の概要諸外国の通信事業に対する規制の概要
66--22--22 諸外国における支配的事業者に対する措置諸外国における支配的事業者に対する措置
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【外資】
なし

【外資】
なし

【外資】
なし

－

・固定電話サービスの小売市場においてＳＭＰを持つ事業者に対し、市場参入の妨害や略奪的
価格設定等の反競争的行為の禁止
・卸市場においてＳＭＰを持つ事業者に対し、上記接続規制の他、差別的取扱いの禁止等の規
制あり。

・旧ベル系地域事業者の競争分野での活動に
おいて以下のような条件あり（ただし、一定の条
件を満たせば義務が終了）。
・分離関連会社によるサービス提供
・分離関連会社との役員等の兼任禁止
・分離関連会社と他事業者との間におけるサー
ビス・設備・情報提供等に関する差別的取扱い
の禁止
・分離関連会社との共同マーケティングの制限

【参入】
・基幹電気通信事業者：許可制
・別定通信事業者：登録制
・附加通信事業者：届出制
【外資】
・基幹通信事業者について、４９％の
外資規制あり

【参入】
・電子通信ネットワーク及びサービスの提供は原則一般認可（届出）制（無線周波数等の有限な
資源については、個別の利用権を設定することが可能）

【参入・退出】
・原則として認証が必要（ただし、規制の差控え
あり）。
【外資】
・外国事業者の米国市場参入に当たって審査
基準あり。
・外国事業者による無線局免許について、直接
投資２０％、間接投資２５％規制。

ＥＵ

・全ての電気通信事業者に相互接続義務あり。
・既存地域事業者にネットワーク要素への非差
別なアクセスをアンバンドル・ベースで電気通信
事業者に提供する義務及びコロケーション義務
あり。

・ＦＴＣによる広告・表示規制等

・原則として約款作成義務あり（ただし、規制の
差控えあり）。

米国

【固定電話小売市場】
・ＢＴ等に対して規制
【卸市場】
・固定、ブロードバンド：ＢＴ等
に対して規制
・移動：Ｏ２、ボーダフォン、オ
レンジ等に対して規制

・固定：ＢＴ等に対して規制
・移動：Ｏ２、ボーダフォン、オ
レンジ等に対して規制

固定・移動サービスの卸市場においてＳＭＰを持つ事業者に対し、無差別の接続義務、コスト志
向の接続料設定等の規制あり。

・電気通信役務の提供条件明示義務
・料金・サービス品質等に関する消費者への情報公開義務

・ＢＴに対して規制

・固定電話サービスの小売市場において重大な市場支配力（ＳＭＰ）を持つ事業者に対し、約款
作成義務・プライスキャップ規制等あり。

英国

【固定電話小売市場】
・ＤＴに対して規制
【卸市場】
・固定、ブロードバンド：ＤＴ
に対して規制
・移動：Ｔモバイル、ボーダ
フォン等に対して規制

・固定：ＤＴに対して規制
・移動：Ｔモバイル、ボーダ
フォン等に対して規制

・ＤＴに対して規制

ドイツ

【固定電話小売市場】
・ＦＴに対して規制
【卸市場】
・固定、ブロードバンド：ＦＴに対し
て規制
・移動：オレンジ、ＳＦＲ等に対し
て規制

・固定：ＦＴに対して規制
・移動：オレンジ、ＳＦＲ等に対し
て規制

・ＦＴに対して規制

フランス

・役務に関する利用者からの正当な
意見・不満を直ちに処理する義務利用者保護

・基幹通信事業者のうち、不可欠設備
を保有または売上高シェア５０％以上
の事業者に対し、アンバンドルベース
の公正・合理的・非差別的な料金・条
件での接続義務あり。

・基幹通信役務について、原則届出
（支配的事業者は認可）。

行為規制

接続規制

非
対
称
規
制

料金・約款規制

参入・退出規制

外資規制

韓国

66--22--1 1 諸外国の通信事業に対する規制の概要諸外国の通信事業に対する規制の概要
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○ RBOCsが分離関連会社と共同マーケティングを行う場合には、当該分離関連会社の競合他事業者との共同マーケティングも認めなければならない。

○ RBOCsは、通信法第２７１条のチェックリストにより長距離事業への本体参入を認められない限り、分離関連会社のマーケティングを行うことはできない。

■ 米国においては、１９９６年電気通信法により、ベル系地域会社（RBOCs）の製造活動、長距離通信及び情報サービス（ISP等）への参入が解禁。

■ ただし、公正競争上の観点から、RBOCsが製造活動、長距離通信サービス（ＬＡＴＡ間発信サービス）、情報サービスを行う場合には、分離関連会社によらなけ

ればならないとされた（通信法２７２条）。

■ その際、RBOCsと分離関連会社は、会計上・人員上も分離していなければならず、独立当事者として書面により取引を行う義務が課され、これらの分離の確保

のため、２年ごとに査察が行われるとされた。

■ また、RBOCsは、分離関連会社とその競合会社を、交換・アクセス提供、共同マーケティングに関して差別してはならないこととされた。

■ 米国においては、１９９６年電気通信法により、ベル系地域会社（RBOCs）の製造活動、長距離通信及び情報サービス（ISP等）への参入が解禁。

■ ただし、公正競争上の観点から、RBOCsが製造活動、長距離通信サービス（ＬＡＴＡ間発信サービス）、情報サービスを行う場合には、分離関連会社によらなけ

ればならないとされた（通信法２７２条）。

■ その際、RBOCsと分離関連会社は、会計上・人員上も分離していなければならず、独立当事者として書面により取引を行う義務が課され、これらの分離の確保

のため、２年ごとに査察が行われるとされた。

■ また、RBOCsは、分離関連会社とその競合会社を、交換・アクセス提供、共同マーケティングに関して差別してはならないこととされた。

※ 製造及び長距離電気通信サービスについては、ベル系地域会社が競争チェックリスト（通信法２７１条）に基づき、長距離電気通信サービスへの参入を認められた３年後に本規制の
適用を終了することとされており、順次義務が免除されている状況。

※ ＬＡＴＡ間情報サービス（ＩＳＰ等）については、サンセット条項に基づき、２０００年に規制が終了。

○ RBOCsと分離関連会社との間で、運営上・会計上の分離を行う。

○ RBOCsと分離関連会社の間における執行役員、取締役、職員の兼務禁止。

○ RBOCsと分離関連会社の間における取引は、全て独立当事者間の取引として書面により行う。

構造・会計分離、兼務禁止、書面による取引
Ｒ
Ｂ
Ｏ
Ｃ
ｓ
と
分
離
関
連
会
社
に
関
す
る
義
務
・制
約

Ｒ
Ｂ
Ｏ
Ｃ
ｓ
と
分
離
関
連
会
社
に
関
す
る
義
務
・制
約

○ RBOCsは、分離関連会社に提供する交換・アクセス及びそれらに係る設備・サービス・情報を、同市場における分離関連会社以外のLATA間サービス提供者にも同じ条件

で提供しなければならない。

分離関連会社と競合他事業者の差別禁止

○ 分離関連会社は、上記構造分離等の要件を満たしているかについて、２年毎にＦＣＣ及び州公益委員会が独立した監査人により行う共同査察を受ける。

○ 査察費用は分離運営会社が負担。

○ ＦＣＣ及び州公益委員会が独立した監査人により会社間の取引、財務報告書等を監査。

分離関連会社の２年毎の監査

マーケティングに関する義務・制約

１９９６年電気通信法における米国RBOCsの構造分離義務

66--22--2  2  諸外国における支配的事業者に対する措置①諸外国における支配的事業者に対する措置①
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■ 英国ＯＦＣＯＭは、ＢＴのネットワークＩＰ化計画（２１ＣＮ計画）を踏まえ、２００４年１月より電気通信政策の抜本的な見直しを掲げた「電気通信の戦略的レビュー」を実
施。

■ 当該戦略的レビューの焦点の一つとなっていたＢＴの組織形態に関し、ＢＴは、競争事業者との同等性を確保する手段として、ボトルネック設備の管理・運営を行う
「アクセスサービス部門（ＡＳ）の設置」等の組織再編や、「真のアクセスの同等性」を実現するための措置、２１ＣＮ計画の設計・構築に当たって公正競争条件を確保
するための措置を含む５５ページにわたる公約（undertakings）をＯＦＣＯＭに提出。

■ ＯＦＣＯＭは、ＢＴの公約履行状況を監視し、検証結果を定期的に公表している。

■ 英国ＯＦＣＯＭは、ＢＴのネットワークＩＰ化計画（２１ＣＮ計画）を踏まえ、２００４年１月より電気通信政策の抜本的な見直しを掲げた「電気通信の戦略的レビュー」を実
施。

■ 当該戦略的レビューの焦点の一つとなっていたＢＴの組織形態に関し、ＢＴは、競争事業者との同等性を確保する手段として、ボトルネック設備の管理・運営を行う
「アクセスサービス部門（ＡＳ）の設置」等の組織再編や、「真のアクセスの同等性」を実現するための措置、２１ＣＮ計画の設計・構築に当たって公正競争条件を確保
するための措置を含む５５ページにわたる公約（undertakings）をＯＦＣＯＭに提出。

■ ＯＦＣＯＭは、ＢＴの公約履行状況を監視し、検証結果を定期的に公表している。

○ ＢＴ役員と兼務しないＣＥＯを置き、従業員３０，０００人を配置。

○ ＢＴグループと合意した事業計画の範囲内において業務遂行上の自由を有し、会計を分離。

○ 経営陣の活動拠点は、ＢＴグループと物理的に隔離された場所とする。

○ ＡＳのシステムについては他部門のシステムと論理的に分離。将来的にはＡＳの業務支援システム（ＯＳＳ）は物理的にも分離。

○ 社員の報酬はＢＴグループではなくＡＳ自体の業績に連動。

○ ＡＳとＢＴグループ他部門との間の不適切な影響力の波及及び情報流用を禁止。

○ 別個のブランド名称「Openreach」を使用。

ボトルネック設備部門「ＡＳ」の設置

Ｂ
Ｔ
の
組
織
再
編
の
概
要

Ｂ
Ｔ
の
組
織
再
編
の
概
要

○ ＳＭＰ規制（重大な市場支配力を有する事業者に対する規制）の対象となる卸商品のうちＡＳによって管理されるもの以外を管理する「ＢＴＷＳ」と、その他事業者にとって重
要な商品を管理する「ＢＴＳ」を設置。

卸部門「ＢＴホールセール」内部の更なる部門分割

○ 公約の履行の監視とＢＴ経営陣に対する勧告を実施。

ＢＴ内の内部コンプライアンス組織「アクセス平等委員会」の設置

Ｂ
Ｔ
の
組
織
内
分
割
図

小売部門

卸部門

改革前 改革後

BT RetailBT Retail

BT WholesaleBT Wholesale

BT RetailBT Retail

BT WholesaleBT Wholesale

AS (AS (OpenreachOpenreach))

BTWSBTWS BTSBTS

66--22--2  2  諸外国における支配的事業者に対する措置②諸外国における支配的事業者に対する措置②

英国ＢＴの組織再編
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７７ 通信・放送分野通信・放送分野の研究技術の研究技術開発開発

 独独立立行行政政法法人人情情報報通通信信研研究究機機構構  

（（ＮＮＩＩＣＣＴＴ））  

日日本本電電信信電電話話会会社社  

（（ＮＮＴＴＴＴ持持株株））  

日日本本放放送送協協会会  

（（ＮＮＨＨＫＫ放放送送技技術術研研究究所所））  

根根拠拠法法  

  

  

独立行政法人情報通信研究機構法 
第４条（機構の目的） 

独立行政法人情報通信研究機構…は、情報の電

磁的流通…及び電波の利用に関する技術の研究

及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対

する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振

興等を総合的に行う…。 

日本電信電話株式会社等に関する法律 

第３条（責務） 

会社…は、…電気通信技術に関する研究の推進及

びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創

意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増

進に資するよう努めなければならない。 

放送法 

第９条（業務） 

１ 協会は、…次の業務を行う。 

三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研

究を行うこと。 

研研究究者者数数  ３０５名※１） 約３０００名※3） ２５９名※５) 

研研究究予予算算額額  ３７０億円※２） １，４６９億円※4） ５５億円※6) 

業業務務内内容容  ○ 情報通信に関する研究・開発（国の政策等と密

接な連携の下、基礎的でハイリスクな研究開発

や実用化まで長期間・高負担を要する研究開

発を中心に実施。） 

○ 周波数の国家標準値の設定・標準電波の発射

（時刻・計測機器等の較正に活用）、標準時の

通報 

○ 民間研究開発機関等に関する支援等（助成金 

交付等） 

○ 産学官連携による研究開発（テストベッド整備

等） 

○ 将来の事業に重要な基礎・要素技術及び電気

通信事業者が新サービスを実現するための共

通的な技術に係る研究開発 

※ サービス、事業に直結した研究開発は、 

ＮＴＴグループ各事業会社で実施。 

○ 具体的な技術分野として、コンテンツ・アプリケ

ーション技術、情報流通プラットフォーム技術、

通信ネットワーク技術、端末・ソフトウェア技術、

先端技術（光デバイス、材料科学等）がある 

○ 公共放送の研究機関として、視聴者のメリット

を 優先に、長期的な視野に立った研究を推進 

○ 放送局に所属することにより、視聴者のニーズ

や放送現場を熟知した研究機関として、基礎から

実用化まで一貫した研究開発 

主主なな研研究究成成果果  

（（例例））  

■ ネットワーク関連技術：超高速光通信技術の 

確立（世界初の光パケットスイッチ試作）等 

■ 安心・安全に関する技術：天候に関わらず 

災害状況を観測できるレーダー開発 

■ 基礎的・先端的な技術：現在の技術を超えた高

信頼性・大容量化を実現できる量子情報通信

技術の研究開発 

■ 新たな技術・産業を創出する研究開発環境の 

構築：次世代インターネット基盤技術開発等を 

推進するためのテストベッドネットワーク構築 

■ 光ファイバ製造技術：高機能ファイバ製造法の

VAD （Vapor Phase Axial Deposiition）法の開

発等 

■ 映像符号化技術：DVD やデジタル放送に用い

られている映像符号化方式 MPEG の標準化を

主 導 し 、HDTV 用ワ ン チッ プ MPEG-2 LSI 

(VASA)を開発 

■ 音声符号化技術：世界の携帯電話で用いられ

ている音声符号化方式（PARCOR: PARtial 

auto- CORrelation）の発明等 

■ ファクシミリ技術：送信時間を大幅に短縮する

高効率な符号化方式（MR）の発明等 

■ 新しい放送方式：ハイビジョン、デジタル放送、

スーパーハイビジョン、立体テレビ 

■ 情報バリアをなくすマイノリティサービス：聴覚

障害者のための字幕サービス、視覚障害者の

ための解説放送、高齢者のための話速変換 

■ 放送現場へ適用する研究：高感度・高速度カメ

ラ※）、中継用伝送システム、バーチャルスタジ

オ 

   ※）高感度カメラの技術は、医療現場でも応用 

■ デバイスや人間科学に関する基礎研究：PDP

薄型テレビ、フレキシブルディスプレイ、視聴覚

メカニズムの解明 

※1）平成 18 年 1 月 1 日現在、※2）平成 18 年度運営費交付金予定額、※3）平成 17 年 3 月末現在、※4）平成 16 年度決算額、※5)平成 17 年度要員数、※6）平成 17 年度事業費 


